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（百万円未満を切り捨てて表示しております。）

1．平成21年３月期第２四半期（中間期）の連結業績（平成20年４月1日～平成20年9月30日）

（1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

円 銭

28 - -
3 57 - -

（2）連結財政状態

％  円 銭 ％  

（参考）　 自己資本 20年9月中間期 百万円 20年3月期 百万円

（注）　 「自己資本比率」は、期末純資産の部合計を期末資産の部合計で除して算出しております。

（注）　 「連結自己資本比率（国内基準）」は、「銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の

充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第19号）」に基づき算出しております。

２．配当の状況

（注）　 配当予想の当四半期における修正の有無　：　有

３．平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日）

（%表示は、対前期増減率）

（注）　 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無　：　無
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㈱南日本銀行（8554）　平成21年3月期　第２四半期決算短信

４．その他

　（1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 無

　（2）中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間連結財務諸表作成のための

　　　基本となる重要な事項の変更に記載されるもの）

　①会計基準等の改正に伴う変更　 ：有

　②①以外の変更　　　　　　　　 ：無

[（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。]

　（3）発行済株式数（普通株式）

①期末発行済株式数（自己株式を含む） 株 株

②期末自己株式数 株 株

株 株

（個別業績の概要）

1．平成21年３月期第２四半期（中間期）の個別業績（平成20年４月1日～平成20年9月30日）

（1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

円 銭

86

3 47

（2）個別財政状態

％  円 銭 ％  

（参考）　 自己資本 20年9月中間期 百万円 20年3月期 百万円

（注）　 「自己資本比率」は、期末純資産の部合計を期末資産の部合計で除して算出しております。

（注）　 「単体自己資本比率（国内基準）」は、「銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の

充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第19号）」に基づき算出しております。

２．平成21年3月期の個別業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日）

（%表示は、対前期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
１．当行は、特定事業会社（企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第２項に規定する事業を行う会社）に
　該当するため、当第２四半期会計期間については、中間連結財務諸表および中間財務諸表を作成しております。
２．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当行が現在入手している情報及び合理的である
　と判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

△ 52

7.09

659,425 27,741 4.2 343 68 8.17

650,610

　　　　　　　　百万円

単体自己資本比率

純  資  産 （国内基準）
　　　　　　　　百万円

総 資 産 純 資 産
自己資本比率

（注）

20年3月期

経 常 利 益

1,040

　　　　　　％  　　　　百万円　　　　　　％ 　　　　百万円

23,509 3.6 291 33

20年3月期 80,964,300

335,037

09

　　　　　　％

　（　　 － ）  

中間純利益

1株当たり

19年9月中間期 80,644,884

－ △ 3,800 － △ 47通 期 18,500 △ 12.0 △ 5,600

百万円 ％ 円 銭百万円 ％ 百万円 ％ 

23,509 27,741

経 常 収 益 経 常 利 益 当期純利益 １株当たり当期純利益

20年３月期

20年9月中間期

20年9月中間期

19年9月中間期

（△56.9）  

1株当たり

中間純利益

19年9月中間期 10,966 （    2.9）  （   17.6）  279

　（ 　  － ）  △ 4,26620年9月中間期 9,217 （ △15.9）  △ 6,488

　　　　百万円

経 常 収 益

80,964,300

③期中平均株式数(中間期)

20年9月中間期

20年9月中間期

20年9月中間期

281,140

80,696,820
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㈱南日本銀行（8554）　平成21年3月期　第２四半期決算短信

【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第２四半期の経営成績につきましては、以下の通りとなりました。

　経常収益は、貸出金が順調に増加しましたが、利回りが低下したこと及び証券市場の混乱に伴い株

式売却益等の有価証券運用益が減少したことなどから、前年同期比17億16百万円減少の94億24百万円

となりました。

　経常費用は、有価証券市場の低迷による有価証券償却が増加したことなどから、前年同期比57億79

百万円増加の158億62百万円となりました。

　この結果、第２四半期の経常損失は64億38百万円、中間純損失は42億19百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第２四半期の財政状態につきましては、以下の通りとなりました。

　総資産は前連結会計年度末比87億99百万円減少し、6,507億81百万円となりました。

　預金は、個人預金等は増加しましたが、法人預金等が減少したことから、前連結会計年度末比

44億18百万円減少し、6,098億４百万円となりました。

　貸出金は、中小企業・個人向けの中・小口貸出しや住宅ローン等を中心に増強を図った結果、前連

結会計年度末比63億59百万円増加し、4,849億77百万円となりました。

　有価証券は、国債等の増加により前連結会計年度末比92億58百万円増加し、950億28百万円となり

ました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成21年3月期の通期業績予想につきましては、、平成20年10月22日公表の数値から変更はありま

せん。

４．その他

（1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

　該当事項はありません。

（2）中間財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

　10ページの「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載しております。
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㈱南日本銀行（8554）　平成21年3月期　第２四半期決算短信

5．中間連結財務諸表

（1）中間連結貸借対照表
（単位：百万円）

資産の部

現金預け金

コールローン及び買入手形

商品有価証券

金銭の信託

有価証券

貸出金

外国為替

リース債権及びリース投資資産

その他資産

有形固定資産

無形固定資産

繰延税金資産

支払承諾見返

貸倒引当金

資産の部合計

負債の部

預金

コールマネー及び売渡手形

借用金

社債

その他負債

退職給付引当金

役員退職慰労引当金

睡眠預金払戻損失引当金

再評価に係る繰延税金負債

負ののれん

支払承諾

負債の部合計

純資産の部

資本金

資本剰余金

利益剰余金

自己株式

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

繰延ヘッジ損益

土地再評価差額金

評価・換算差額等合計

少数株主持分

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

－

2,701

1,264 1,933

9,468

9,101

△ 1,635

△ 4,091 △ 4,335

△ 0

27,632

650,781 659,580

13,861

△ 134 △ 113

24,853 29,267

－

23,434

前連結会計年度末の

（平成20年３月31日）

18,807

55,000

要約連結貸借対照表
（平成20年９月30日）

19,240

30,000

当中間連結会計期間末

37

1,100

95,028

484,977

△ 0

2,673

△ 1,418

9,101

6,418 6,418

627,346 631,948

0

3,715 3,573

207 215

2,044 2,063

0

3,712

427 397

1,500 1,500

2,876 2,824

4,001

1,505

△ 8,594

650,781

△ 7,495

659,580

1,505

609,804 614,222

3,715

7,739

3,573

12,445

425

12,382

305

9,135

37

1,124

2,555

1,035

2,682

85,770

478,618

262

－450
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（2）中間連結損益計算書

（単位：百万円）

経常収益

資金運用収益

（うち貸出金利息） （ ) （ )

（うち有価証券利息配当金） （ ) （ )

役務取引等収益

その他業務収益

その他経常収益

経常費用

資金調達費用

（うち預金利息） （ ) （ )

役務取引等費用

その他業務費用

営業経費

その他経常費用

特別利益

特別損失

法人税、住民税及び事業税

過年度法人税、住民税及び事業税

法人税等調整額

法人税等合計

中間純利益（△は中間純損失）

税金等調整前中間純利益（△は税金等
調整前中間純損失）

少数株主利益(△は少数株主損失) 2

8

344

674

△ 13

△ 4,219287

5,944

1,984

323

126

4,392

726

1

　（自 平成19年4月1日
　　至 平成19年9月30日）

11,140

891

　（自 平成20年4月1日

8,526

6,955

993

970

　　至 平成20年9月30日）

26

721 △ 6,454

42

経常利益（△は経常損失） △ 6,438

260

1,383

10,083

1,427

1,184

3,737

5,918

1,057

8,082

15,862

676

6,830

960

1,035

1,138

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間

△ 2,222

195 －

442

△ 2,665△ 438

－

9,424
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（3）中間連結株主資本等変動計算書

（単位：百万円）

株主資本

資本金

前期末残高

当中間期変動額

当中間期変動額合計

当中間期末残高

資本剰余金

前期末残高

当中間期変動額

当中間期変動額合計

当中間期末残高

利益剰余金

前期末残高

当中間期変動額

剰余金の配当

中間純利益（△は中間純損失）

自己株式の処分

土地再評価差額金の取崩

当中間期変動額合計

当中間期末残高

自己株式

前期末残高

当中間期変動額

自己株式の取得

自己株式の処分

当中間期変動額合計

当中間期末残高

株主資本合計

前期末残高

当中間期変動額

剰余金の配当

中間純利益（△は中間純損失）

自己株式の取得

自己株式の処分

土地再評価差額金の取崩

当中間期変動額合計

当中間期末残高 29,070 24,853

△ 2 1

86 △ 4,414

27

△ 113

13,564 13,861

13,661 9,468

287

△ 0

11

△ 110

△ 2

△ 10

△ 100

△ 7

△ 22

6,418 6,418

28,983 29,267

97 △ 4,393

△ 201

△ 4,219

9,101 9,101

6,418 6,418

－ －

△ 201

9,101

－

9,101

－

　（自 平成19年4月1日 　（自 平成20年4月1日
　　至 平成19年9月30日） 　　至 平成20年9月30日）

△ 21

287

11

△ 7

△ 201 △ 201

△ 134

△ 22

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間

△ 4,219

△ 0

27

1
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（単位：百万円）

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高

当中間期変動額
株主資本以外の項目の当中間変動額
（純額）

当中間期変動額合計

当中間期末残高

繰延ヘッジ損益

前期末残高

当中間期変動額
株主資本以外の項目の当中間変動額
（純額）

当中間期変動額合計

当中間期末残高

土地再評価差額金

前期末残高

当中間期変動額
株主資本以外の項目の当中間変動額
（純額）

当中間期変動額合計

当中間期末残高

評価・換算差額等合計

前期末残高

当中間期変動額
株主資本以外の項目の当中間変動額
（純額）

当中間期変動額合計

当中間期末残高

純資産合計

前期末残高

当中間期変動額

剰余金の配当

中間純利益（△は中間純損失）

自己株式の取得

自己株式の処分

土地再評価差額金の取崩
株主資本以外の項目の当中間変動額
（純額）

当中間期変動額合計

当中間期末残高 23,434

△ 4,251 △ 4,197

△ 4,337 216

287

△ 7

△ 2

30,978

3,534 △ 4,335

△ 1 △ 0

35,229 27,632

11

△ 201

△ 4,337

△ 4,337 216

1,908 △ 1,418

216

6,245 △ 1,635

2,701 2,673

△ 11

△ 11 △ 27

△ 27

2,712 2,701

1

1 △ 0

△ 0 △ 0

△ 0

△ 4,327 244

△ 4,327

△ 793 △ 4,091

244

　至 平成19年9月30日） 　至 平成20年9月30日）

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間

（自 平成19年4月1日 （自 平成20年4月1日

27

△ 201

△ 4,219

△ 22

1
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（4）継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

　中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

１． 連結の範囲に関する事項

（1） 連結子会社 ３社

南日本総合ビジネス株式会社

南日本ファイナンス株式会社

南日本バンクカード株式会社

（2） 非連結子会社

該当ありません。

２． 持分法の適用に関する事項

（1） 持分法適用の非連結子会社

　該当ありません。

（2） 持分法適用の関連会社 １社

　南九州サービス株式会社

（3） 持分法非適用の非連結子会社

　該当ありません。

（4） 持分法非適用の関連会社

　該当ありません。

３． 連結子会社の中間決算日等に関する事項

　連結子会社の決算日はすべて９月末日であります。

４． 会計処理基準に関する事項

（1） 商品有価証券の評価基準及び評価方法

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）により行ってお

ります。

（2） 有価証券の評価基準及び評価方法

（イ）有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、

その他有価証券のうち時価のある株式及び受益証券については中間連結決算期末月１カ月平均に

基づいた市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、債券につい

ては、中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）

時価のないものについては、移動平均法による原価法又は償却原価法により行っております。

　なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

（ロ）有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されてい

る有価証券の評価は、時価法により行っております。

（3） デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。

（4） 減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

　　当行の有形固定資産は、定率法（ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（建物附属設

　備を除く。）については定額法）を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上し

　ております。

　　また、主な耐用年数は次のとおりであります。

　　　建　物　：　19年～50年

　　　その他　：　 3年～20年

　　連結子会社の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定率法に

　より償却しております。
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②無形固定資産（リース資産を除く）

　　無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについ

　ては、当行及び連結子会社で定める利用可能期間（主として5年）に基づいて償却しており

　ます。

③リース資産

　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」（及び「無形固定資産」）

　中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法によっております。なお、残存価額

　については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外

　のものは零としております。

（5） 貸倒引当金の計上基準

当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。

「銀行等金融機関の資産の自己査定に係る内部統制の検証並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監

査に関する実務指針」（日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第４号）に規定する正常

先債権及び要注意先債権に相当する債権については一定の種類毎に分類し、過去の一定期間にお

ける各々の貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき引き当てております。

　破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による

回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を引き当てております。破綻先債権及

び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証によ

る回収可能見込額を控除した残額を引き当てております。

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の下に資産査定部署が資

産査定を実施しており、その査定結果により上記の引当を行っております。

連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた

額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそ

れぞれ引き当てております。

（6） 退職給付引当金の計上基準

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき、当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を

計上しております。

　また、数理計算上の差異の費用処理方法は以下のとおりであります。

　数理計算上の差異 各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年

数（13年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結

会計年度から費用処理

なお、会計基準変更時差異(4,675百万円)については、15年による按分額を費用処理することと

し、当中間連結会計期間においては同按分額に12分の6を乗じた額を計上しております。

（7） 役員退職慰労引当金の計上基準

役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払に備えるため、役員に対する退職慰労金の

支給見積額のうち、当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。

（8） 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準

睡眠預金払戻損失引当金は、利益計上した睡眠預金について預金者からの払戻請求に基づく払

戻損失に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を計上しております。

（9） 外貨建資産・負債の換算基準

当行の外貨建資産・負債については、中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
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（10） リース取引の処理方法

当行並びに連結子会社の所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が

平成20年4月1日前に開始する連結会計年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に準じた

会計処理によっております。

（11） 重要なヘッジ会計の方法

（為替変動リスク・ヘッジ）

当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行

業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会

業種別監査委員会報告第25号。以下「業種別監査委員会報告第25号」という。）に規定する繰延

ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変

動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、へ

ッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在するこ

とを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。

なお、一部の資産・負債については、金利スワップの特例処理を行っております。

（12） 消費税等の会計処理

当行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

　中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

（リース取引に関する会計基準）

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号平成19年

３月30日）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号同前）

が平成20年4月1日以後開始する連結会計年度から適用されることになったことに伴い、当中間連

結会計期間から同会計基準及び適用指針を適用しております。

これにより、従来の方法に比べ、「有形固定資産」中のリース資産は55百万円、「その他負債」

中のリース債務は8百万円増加しておりますが、損益に与える影響は軽微であります。

　追加情報

　　売手と買手の希望する価格差が著しく大きい変動利付国債については、市場価格を時価とみなせない状

　況であると判断し、経営者の合理的な見積もりに基づく合理的に算定された価額を時価としております。

　　なお、市場価格を時価として算定した場合と比べて、有価証券及びその他有価証券評価差額金が

　644百万円増加しております。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

1. 有価証券には、関連会社の株式10百万円を含んでおります。

2. 貸出金のうち、破綻先債権額は3,685百万円、延滞債権額は17,350百万円であります。

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由

により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出

金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法

施行令（昭和40年政令第97号）第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に

規定する事由が生じている貸出金であります。

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は

支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。

3. 貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額はありません。

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３月以上遅延し

ている貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。

4. 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は1,957百万円であります。

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減

免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸

出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。

5. 破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は

22,994百万円であります。

なお、上記2．から5．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

6. 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」

（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号。以下「業種別監査委員会報告第24号」とい

う。）に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却又は

(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は7,727百万円

であります。

7. 担保に供している資産は次のとおりであります。

担保に供している資産

有価証券 1,990百万円

担保資産に対応する債務

預金 1,541百万円

上記のほか、為替決済、日本銀行共通担保等の担保として、預け金9百万円、有価証券

23,875百万円を差し入れております。

また、その他資産のうち、敷金等は277百万円であります。

なお、手形の再割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理しておりま

すが、これにより引き渡した商業手形はありません。

8. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を

受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付け

ることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、44,329百万円でありま

す。このうち契約残存期間が1年以内のものが35,586百万円あります。

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そ

のものが必ずしも当行及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではあり

ません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があると

きは、当行及び連結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすること

ができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券
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等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、

必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

9. 土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、当行の事業用の土地の再

評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」

として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上して

おります。

再評価を行った年月日     平成10年3月31日

同法律第3条第3項に定める再評価の方法

　土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める

地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価格に、奥行価格補正等の合理的な調整を行っ

て算出。

10. 　有形固定資産の減価償却累計額　　　6,164百万円

11. 　借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金

1,500百万円が含まれております。

12. 　社債は、劣後特約付社債1,500百万円であります。

13. 　有価証券中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第2条第3項）による社債に対する保証債

務の額は50百万円であります。

 （連結損益計算書関係）

1. 　その他経常費用には、貸倒引当金繰入額 1,324百万円、貸出金償却 10百万円及び株式等償却 

　　2,201百万円を含んでおります。
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 （中間連結株主資本等変動計算書関係）

　1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 （単位：千株）

発行済株式

　普通株式

自己株式

　普通株式

　注 普通株式の増加は、単元未満株式の取得によるものです。
普通株式の減少は、単元未満株式の処分によるものです。

　2．配当に関する事項

当中間連結会計期間中の配当金支払額

（決議）

平成20年3月31日 平成20年6月30日

株式の種類

平成20年6月27日
定時株主総会

普通株式 201 2.50

配当金の総額 1株当たりの
基準日

注

281 

効力発生日
（百万円） 金額（円）

合　計 335 26 80 

335 26 80 281 

80,964 合　計 80,964 － － 

80,964 － － 80,964 

摘 要
   末株式数 期間増加株式数 期間減少株式数 期間末株式数

前連結会計年度 当中間連結会計 当中間連結会計 当中間連結会計
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（有価証券関係）

※　中間連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「商品有価証券」を含めて記載しております。

Ⅰ　前中間連結会計期間末

1．満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成19年９月30日現在）
（単位：百万円）

  中間連結貸借

  対照表計上額

 地  方  債 3,813 3,856 42 

 社      債 182 181 △ 1 

 そ  の  他 2,692 2,641 △ 50 

 合      計 6,688 6,679 △ 9 

（注）時価は、当中間連結会計期間末日における市場価格等に基づいております。

2．その他有価証券で時価のあるもの（平成19年９月30日現在）
（単位：百万円）

  中間連結貸借

  対照表計上額

 株     式 22,764 22,035 △ 729 

 債     券 61,823 61,871 47 

 国      債 45,261 45,334 73 

 地  方  債 1,579 1,580 0 

 社      債 14,983 14,957 △ 25 

 そ の 他 11,908 11,267 △ 640 

 合    計 96,497 95,174 △ 1,322 

（注）　中間連結貸借対照表計上額は、株式及び受益証券については、当中間連結会計期間末前１ヵ月の市

　 場価格の平均に基づいて算定された額により、また、債券については、当中間連結会計期間末日に

   おける市場価格等に基づく時価によりそれぞれ計上したものであります。

3．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額(平成19年９月30日現在)

（単位：百万円）

 満期保有目的の債券

私募債 350 

 その他有価証券

非上場株式 1,284 

出資金 1,109 

金額

取得原価 評価差額

時価 差額
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Ⅱ　当中間連結会計期間末

1．満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成20年９月30日現在）
（単位：百万円）

  中間連結貸借

  対照表計上額

 地  方  債 2,929 2,952 22 

 社      債 172 172 △ 0 

 そ  の  他 1,798 1,473 △ 325 

 合      計 4,901 4,598 △ 302 

（注）時価は、当中間連結会計期間末日における市場価格等に基づいております。

2．その他有価証券で時価のあるもの（平成20年９月30日現在）
（単位：百万円）

  中間連結貸借

  対照表計上額

 株     式 21,070 17,762 △ 3,307 

 債     券 59,074 59,325 251 

 国      債 45,891 46,175 284 

 地  方  債 699 708 9 

 社      債 12,483 12,441 △ 42 

 そ の 他 13,256 10,569 △ 2,686 

 合    計 93,400 87,658 △ 5,742 

（注）　中間連結貸借対照表計上額は、株式及び受益証券については、当中間連結会計期間末前１ヵ月の市

　　 場価格の平均に基づいて算定された額により、また、債券については、当中間連結会計期間末日に

　　 おける市場価格等に基づく時価によりそれぞれ計上したものであります。

3．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額(平成20年９月30日現在)

（単位：百万円）

 満期保有目的の債券

私募債 50 

 その他有価証券

非上場株式 1,245 

出資金 1,163 

金額

時価 差額

取得原価 評価差額
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Ⅲ　前連結会計年度末

1．売買目的有価証券（平成20年３月31日現在）
（単位：百万円）

 売買目的有価証券

 （商品有価証券）

2．満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成20年３月31日現在）
（単位：百万円）

  連 結 貸 借

  対照表計上額 うち益 うち損

 地  方  債 2,994 3,033 38 38 － 

 社      債 179 179 0 0 0 

 そ  の  他 2,694 2,432 △ 262 － 262 

 合      計 5,869 5,645 △ 223 39 263 

（注）1．時価は、当連結会計年度末日における市場価格等に基づいております。
　　　2．「うち益」「うち損」はそれぞれ「差額」の内訳であります。

3．その他有価証券で時価のあるもの（平成20年３月31日現在）
（単位：百万円）

  連 結 貸 借

  対照表計上額 うち益 うち損

 株     式 23,162 19,568 △ 3,593 1,545 5,138 

 債     券 47,320 47,428 107 292 184 

 国      債 32,440 32,331 △ 108 48 157 

 地  方  債 1,299 1,344 44 44 － 

 社      債 13,580 13,752 171 199 27 

 そ の 他 13,941 10,192 △ 3,748 51 3,800 

 合    計 84,424 77,189 △ 7,234 1,889 9,123 

（注）　連結貸借対照表計上額は、株式及び受益証券については、当連結会計年度末前１ヵ月の市場価格の平均
　　 に基づいて算定された額により、また、それ以外については、当連結会計年度末日における市場価格等
　　 に基づく時価によりそれぞれ計上したものであります。

4．当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券（自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日）

  該当ありません。

5．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日）
（単位：百万円）

売却額 売却益の合計 売却損の合計

 その他有価証券 42,440 2,274 18 

6．時価評価されていない有価証券の主な内容及び連結貸借対照表計上額（平成20年３月31日現在）

 満期保有目的の債券

私募債 350 

 その他有価証券

非上場株式 1,254 

出資金（みなし有価証券） 1,097 

7．保有目的を変更した有価証券（自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日）

  該当ありません。

金額（百万円）

連結貸借対照表計上額
当連結会計年度の損益

に含まれた評価差額

37  1  

時価 差額

取得原価 評価差額
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8．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の償還予定額（平成20年３月31日現在）
（単位：百万円）

1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超

 債     券 6,976 29,778 6,371 7,825 

 国      債 4,009 20,020 475 7,825 

 地  方  債 129 3,169 1,039 － 

 社      債 2,837 6,588 4,856 － 

 そ の 他 801 105 293 3,164 

 合    計 7,778 29,884 6,665 10,990 

（金銭の信託関係）

Ⅰ　前中間連結会計期間末

1.満期保有目的の金銭の信託（平成19年9月30日現在）

該当ありません。

2.その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）　（平成19年9月30日現在）

該当ありません。

Ⅱ　当中間連結会計期間末

1.満期保有目的の金銭の信託（平成20年9月30日現在）

該当ありません。

2.その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）　（平成20年9月30日現在）

該当ありません。

Ⅲ　前連結会計年度末
1.運用目的の金銭の信託（平成20年3月31日現在）

（単位：百万円）

 運用目的の金銭の信託 1,124  △ 260  

2.満期保有目的の金銭の信託（平成20年3月31日現在）

該当ありません。

3.その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）　（平成20年3月31日現在）

該当ありません。

連結貸借対照表計上額
当連結会計年度の損益
に含まれた評価差額
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（その他有価証券評価差額金）

Ⅰ　前中間連結会計期間末

○その他有価証券評価差額金（平成19年９月30日現在）

　中間連結貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。

 評価差額 △ 1,321 

その他有価証券 △ 1,321 

その他の金銭の信託 -　

(＋)繰延税金資産 528 

その他有価証券評価差額金 △ 793 

(△）少数株主持分相当額 -　

(＋)持分法適用会社が所有するその他有価証券

　　に係る評価差額金のうち親会社持分相当額

その他有価証券評価差額金 △ 793 

Ⅱ　当中間連結会計期間末

○その他有価証券評価差額金（平成20年９月30日現在）

　中間連結貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。

 評価差額 △ 5,731 

その他有価証券 △ 5,731 

その他の金銭の信託 -　

(＋)繰延税金資産 1,640 

その他有価証券評価差額金 △ 4,091 

(△）少数株主持分相当額 -　

(＋)持分法適用会社が所有するその他有価証券

　　に係る評価差額金のうち親会社持分相当額

その他有価証券評価差額金 △ 4,091 

Ⅲ　前連結会計年度末

○その他有価証券評価差額金（平成20年３月31日現在）

　連結貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。

 評価差額 △ 7,226 

その他有価証券 △ 7,226 

その他の金銭の信託 -　

(＋)繰延税金資産 2,890 

その他有価証券評価差額金 △ 4,335 

(△）少数株主持分相当額 -　

(＋)持分法適用会社が所有するその他有価証券

　　に係る評価差額金のうち親会社持分相当額

その他有価証券評価差額金 △ 4,335 

金額（百万円）

-　

金額（百万円）

-　

金額（百万円）

-　
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（１株当たり情報）

　１株当たり純資産額

　１株当たり中間(当期)純利益金額

 （注）1 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

      2 算定上の基礎

（1）１株当たり純資産額 （単位：百万円）

純資産の部合計

１株当たり中間(当期)純利益金額 （単位：百万円）

中間(当期)純利益

普通株式に係る中間(当期)純利益

普通株式の中間(期中)平均株式数

普通株式に係る中間期末(期末)純資産額

１株当たりの純資産額の算定に用いら
れた中間期末(期末)の普通株式の数

287  

80,634千株 

前中間連結会計期間末

△ 4,219  689  

80,644千株 80,696千株 80,637千株 

至 平成20年9月30日 至 平成20年3月31日

287  △ 4,219  689  
至 平成19年9月30日

当中間連結会計期間 前連結会計年度
自 平成19年4月 1日 自 平成20年4月 1日 自 平成19年4月 1日
前中間連結会計期間

80,683千株 80,629千株 

30,978  23,434  27,632  

30,978  23,434  27,632  

384.18円  290.45円 342.71円

　3.57円 △52.28円 8.55円

当中間連結会計期間末 前連結会計年度末

平成19年9月30日 平成20年9月30日 平成20年3月31日

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

自 平成19年4月 1日 自 平成20年4月 1日 自 平成19年4月 1日

至 平成19年9月30日 至 平成20年9月30日 至 平成20年3月31日
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6．中間財務諸表

（1）中間貸借対照表
（単位：百万円）

資産の部

現金預け金

コールローン

商品有価証券

金銭の信託

有価証券

貸出金

外国為替

その他資産

有形固定資産

無形固定資産

繰延税金資産

支払承諾見返

貸倒引当金

資産の部合計

負債の部

預金

コールマネー

借用金

社債

その他負債

　未払法人税等

　リース債務

　その他の負債

退職給付引当金

役員退職慰労引当金

睡眠預金払戻損失引当金

再評価に係る繰延税金負債

支払承諾

負債の部合計

純資産の部

資本金

資本剰余金

　資本準備金

利益剰余金

　利益準備金

　その他利益剰余金

　　別途積立金

　　繰越利益剰余金

自己株式

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

繰延ヘッジ損益

土地再評価差額金

評価・換算差額等合計

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

3,358

10,603

9,453

1,149

23,509 27,741

650,610 659,425

2,673 2,701

△ 1,418 △ 1,634

△ 4,091 △ 4,335

△ 0 △ 0

△ 113 △ 104

24,927 29,376

9,521 13,961

6,4186,418

9,101 9,101

6,418 6,418

627,100 631,683

427 397

3,715 3,573

207 215

2,044 2,063

2,613 2,531

3,986 3,698

480

－

2,051

439

31

2,142

1,505 1,505

1,500 1,500

609,836 614,265

1,264 1,933

650,610 659,425

3,715 3,573

△ 8,299 △ 7,208

165 141

9,138 7,747

2,201 2,460

11,926 11,498

1,100 1,124

262 1,035

95,054 85,797

486,065 479,410

30,000 55,000

37 37

19,240 18,807

前事業年度の
要約貸借対照表

当中間会計期間末

（平成20年９月30日） （平成20年３月31日）

3,358

6,162

9,853

△ 3,690
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（2）中間損益計算書

（単位：百万円）

経常収益

資金運用収益

（うち貸出金利息） （ ) （ )

（うち有価証券利息配当金） （ ) （ )

役務取引等収益

その他業務収益

その他経常収益

経常費用

資金調達費用

（うち預金利息） （ ) （ )

役務取引等費用

その他業務費用

営業経費

その他経常費用

特別利益

特別損失

法人税、住民税及び事業税

法人税等調整額

法人税等合計

中間純利益（△は中間純損失）

税引前中間純利益（△は税引前中間純損失）

－過年度法人税、住民税及び事業税 195

△ 2,237

279 △ 4,266

△ 441 △ 2,659

―

704 △ 6,504

670 422

8 26

344 42

1,956 3,716

経常利益（△は経常損失） 1,040 △ 6,488

1 4,392

5,817 5,790

1,184 1,035

724 675

9,926 15,705

1,427 1,131

259 126

1,377 314

992 959

915 844

8,415 7,931

6,926 6,805

　 至　平成19年9月30日 　 至　平成20年9月30日

10,966 9,217

前中間会計期間 当中間会計期間

 （自　平成19年4月1日  （自　平成20年4月1日
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（3）中間株主資本等変動計算書

（単位：百万円）

株主資本

資本金

前期末残高

当中間期変動額

当中間期変動額合計

当中間期末残高

資本剰余金

　資本準備金

　前期末残高

当中間期変動額

当中間期変動額合計

当中間期末残高

資本剰余金合計

前期末残高

当中間期変動額

当中間期変動額合計

当中間期末残高

利益剰余金

　利益準備金

　前期末残高

当中間期変動額

当中間期変動額合計

当中間期末残高

　その他利益剰余金

　退職給与積立金

前期末残高

当中間期変動額

　退職給与積立金の取崩

　当中間期変動額合計

当中間期末残高

 別途積立金

前期末残高

当中間期変動額

　別途積立金の積立

　当中間期変動額合計

当中間期末残高

 繰越利益剰余金

前期末残高

当中間期変動額

　剰余金の配当

  退職給与積立金の取崩

  別途積立金の積立

　中間純利益（△は純損失）

　自己株式の処分

　土地再評価差額金の取崩額

　当中間期変動額合計

当中間期末残高

利益剰余金合計

　前期末残高

　当中間期変動額

　剰余金の配当

　中間純利益（△は純損失）

　自己株式の処分

　土地再評価差額金の取崩額

当中間期変動額合計

 当中間期末残高

13,584

△ 201 △ 201

△ 400

△ 0

27

△ 4,840

△ 3,690

△ 4,266

9,52113,673

400

400

9,853

1,149

△ 201

13,961

△ 0 △ 0

279

89

11 27

△ 4,440

△ 4,266

△ 201

279

108 －

△ 900

9,453

1,564

900

900

－

3,358

－

8,553

－

－

－

9,453

△ 108

△ 108

－

108

－

3,358

－

3,358

6,418 6,418

－

6,418

6,418

－

9,101

－

3,358

6,418

－

6,418

9,101

861

前中間会計期間

6,4186,418

9,101

9,101

当中間会計期間

△ 0

11

△ 702

（自　平成19年4月1日

　至　平成19年9月30日）    至　平成20年9月30日）

  （自　平成20年4月1日

－
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（単位：百万円）

自己株式

前期末残高

当中間期変動額

自己株式の取得

自己株式の処分

当中間期変動額合計

当中間期末残高

株主資本合計

前期末残高

当中間期変動額

剰余金の配当

中間純利益

自己株式の取得

自己株式の処分

土地再評価差額金の取崩額

当中間期変動額合計

当中間期末残高

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間変動額

（純額）

当中間期変動額合計

当中間期末残高

繰延ヘッジ損益

前期末残高

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間変動額

（純額）

当中間期変動額合計

当中間期末残高

土地再評価差額金

前期末残高

当中間期変動額

株主資本以外の項目の

当中間変動額（純額）

当中間期変動額合計

当中間期末残高

評価・換算差額等合計

前期末残高

当中間期変動額

株主資本以外の項目の

当中間変動額（純額）

当中間期変動額合計

当中間期末残高

純資産合計

前期末残高

当中間期変動額

剰余金の配当

中間純利益（△は純損失）

自己株式の取得

自己株式の処分

土地再評価差額金の取崩額

株主資本以外の項目の

当中間変動額（純額）

当中間期変動額合計

当中間期末残高 31,002 23,509

△ 4,337 216

△ 4,225 △ 4,232

0 1

11 27

279 △ 4,266

△ 7 △ 9

△ 201 △ 201

1,908 △ 1,418

35,257 27,741

△ 4,337 216

△ 4,337 216

6,246 △ 1,634

△ 11 △ 27

2,701 2,673

△ 11 △ 27

△ 0 △ 0

2,712 2,701

1 △ 0

1 △ 0

△ 1 △ 0

△ 4,327 244

△ 792 △ 4,091

△ 4,327 244

3,534 △ 4,335

82 △ 4,448

29,093 24,927

0 1

11 27

279 △ 4,266

△ 7 △ 9

△ 201 △ 201

△ 99 △ 113

29,011 29,376

0 1

△ 7 △ 8

△ 7 △ 9

前中間会計期間 当中間会計期間

△ 92 △ 104

　 至　平成19年9月30日） 　 至　平成20年9月30日）

 （自　平成19年4月1日  （自　平成20年4月1日
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（4）継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

1. 商品有価証券の評価基準及び評価方法

　商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)により行っております。

2. 有価証券の評価基準及び評価方法

（1）有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、

子会社株式及び関連法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価の

ある株式及び受益証券については中間決算期末月１カ月平均に基づいた市場価格等に基づく時価法

      (売却原価は主として移動平均法により算定)、債券については中間決算日の市場価格等に基づく時

      価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、時価のないものについては移動平均法による原

      価法又は償却原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純

資産直入法により処理しております。

　　（2）有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価

証券の評価は、時価法により行っております。

3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

　デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。

4. 固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産（リース資産を除く）

　有形固定資産は、定率法（ただし、平成10年４月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。）

　　　については定額法）を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。

　また、主な耐用年数は次のとおりであります。

　　　　　建　物　　19年～50年

　　　　　その他　　 3年～20年

（2）無形固定資産（リース資産を除く）

　無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、

　　　行内における利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。

（3）リース資産

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」（及び「無形固定資産」）中のリー

ス資産は、リース期間を耐用年数とした定額法によっております。なお、残存価額については、リース

契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。

5. 引当金の計上基準

（1）貸倒引当金

　貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。

　　　「銀行等金融機関の資産の自己査定に係る内部統制の検証並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に

　　関する実務指針」（日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第４号）に規定する正常先債権及

び要注意先債権に相当する債権については、過去の一定期間における各々の貸倒実績から算出した貸

　　倒実績率等に基づき引き当てております。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担

　　保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を引き

　　当てております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処

　　分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を引き当てております。

　　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の下に資産査定部署が資産査定

　　を実施しており、その査定結果により上記の引当を行っております。
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　　（2）退職給付引当金

　退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見

　　込額に基づき、当中間会計期間末において発生している認められる額を計上しております。

　　　また、数理計算上の差異の費用処理方法は以下のとおりであります。

　　　　　数理計算上の差異　　 各発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(13年)に

　　　　　　　　　　　　　　　 よる定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期から費用処理。

　　　なお、会計基準変更時差異（4,675百万円）については、15年による按分額を費用処理することとし、

当中間会計期間末においては同按分額に12分の６を乗じた額を計上しております。

（3）役員退職慰労引当金

　役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払に備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見

積額のうち、当中間会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。

（4）睡眠預金払戻損失引当金

　睡眠預金払戻損失引当金は、利益計上した睡眠預金について預金者からの払戻請求に基づく払戻損失

に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を計上しております。

6. 外貨建て資産及び負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建資産・負債は、中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。

7. リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年4月1日以前に開始する

事業年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。

8. ヘッジ会計の方法

(為替変動リスク・ヘッジ）

　外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外

    貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報

    告第25号。以下「業種別監査委員会報告第25号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。

　　ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通

　　貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に

　　見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価

　　しております。

　なお、一部の資産・負債については、金利スワップの特例処理を行っております。

9. 消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税（以下、消費税等という。）の会計処理は、税抜方式によっております。ただ

　　し、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当中間会計期間の費用に計上しております。

　中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

（リース取引に関する会計基準）

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号平成19年３月30日）及

び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号同前）が平成20年4月1日

以後開始する事業年度から適用されることになったことに伴い、当中間会計期間から同会計基準及び適用

指針を適用しております。

これにより、従来の方法に比べ、「有形固定資産」中のリース資産は31百万円、「その他負債」

中のリース債務は31百万円増加しておりますが、損益に与える影響は軽微であります。
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表示方法の変更

（中間貸借対照表関係）

　「銀行法施行規則」（昭和57年大蔵省令第10号）別紙様式が「銀行法施行規則等の一部を改正する内

閣府令」（内閣府令第44号平成20年7月11日）により改正され、平成20年4月1日以後開始する事業年度

から適用されることになったことに伴い、当中間会計期間から「その他負債」中の「未払法人税等」、

「リース債務」及び「その他負債」を内訳表示しております。

追加情報

　　売手と買手の希望する価格差が著しく大きい変動利付国債については、市場価格を時価とみなせない状

　況であると判断し、経営者の合理的な見積もりに基づく合理的に算定された価額を時価としております。

　　なお、市場価格を時価として算定した場合と比べて、有価証券及びその他有価証券評価差額金が

　644百万円増加しております。

注記事項

（中間貸借対照表関係）

1. 関係会社の株式総額 51 百万円

2. 　貸出金のうち、破綻先債権額は3,648百万円、延滞債権額は15,956百万円であります。

　なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により

元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却

を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政

令第97号）第96条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じてい

る貸出金であります。

　また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を

図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。

3. 　貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額はありません。

　なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３月以上遅延している

貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。

4. 　貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は1,957百万円であります。

　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利

息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先

債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。

5. 　破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は、21,562百万

円であります。

なお、上記2．から5．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

6. 　手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公

認会計士協会業種別監査委員会報告第24号。以下「業種別監査委員会報告第24号」という。）に基づき

金融取引として処理しております。

　これにより受け入れた商業手形は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有してお

りますが、その額面金額は7,727百万円であります。

7. 　担保に供している資産は次のとおりであります。

 担保に供している資産

有価証券 百万円

 担保資産に対応する債務

預金 百万円

　上記のほか、為替決済、日本銀行共通担保等の担保として、預け金9百万円、有価証券23,875百万円

を差し入れております。

　なお、手形の再割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理しておりますが、

これにより引き渡した商業手形はありません。

1,990

1,541
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8. 　当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた

場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約す

る契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、41,025百万円であります。このうち契約残

存期間が１年以内のものが32,282百万円あります。

　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのもの

が必ずしも当行及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これ

らの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申

し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。

また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め

定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等

を講じております。

9. 　土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を

行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負

債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

再評価を行った年月日　　　平成10年3月31日

同法律第３条第３項に定める再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第４号に定め

る、地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価格に奥行価格補正等の合理的な調整を行

 って算出。

10. 　有形固定資産の減価償却累計額 百万円

11. 　借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金

1,500百万円が含まれております。

12. 　社債は、劣後特約付社債1,500百万円であります。

13. 　有価証券中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する当行

の保証債務の額は50百万円であります。

（中間損益計算書関係）

1. 　減価償却実施額は下記のとおりであります。

　有形固定資産 百万円

　無形固定資産 31 百万円

2. 　その他経常費用には、貸倒引当金繰入額1,316百万円、株式等償却2,201百万円を含んでおります。

（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自　平成20年4月1日　至　平成20年9月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

自己株式

　普通株式

注1．普通株式の増加は、単元未満株式の取得によるものです。
注2．普通株式の減少は、単元未満株式の処分によるものです。

注1、2

　合計 245 26 4 267 

245 26 4 267 

（千株） （千株） （千株） （千株）

摘要

前事業年度末 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末

株式数 増加株式数 減少株式数 株式数

6,154

150
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